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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の指標が配された現実空間を撮像する撮像装置が複数接続された画像処理装置であ
って、
　撮像画像中の指標を認識し、当該撮像画像を撮像した撮像装置を基準とした座標系にお
ける当該認識した指標の配置位置を示す配置情報を求める処理を、それぞれの撮像装置毎
に行う計算手段と、
　前記複数の指標の各々を互いに区別する当該指標毎に固有の識別情報と、当該指標の配
置情報とを含む指標情報を管理する管理手段と、
　前記複数接続された撮像装置のうちの注目撮像装置による撮像画像中の注目指標の認識
を失敗した、若しくは誤認識した場合には、当該注目撮像装置以外の他撮像装置が撮像し
た撮像画像に対する前記計算手段による結果に基づいて、前記注目撮像装置について前記
管理手段が管理する前記注目指標の識別情報を変更する変更手段と
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記計算手段は、
　前記他撮像装置から取得した他撮像画像中における指標を認識し、当該他撮像装置を基
準とする座標系における、前記認識した指標の配置情報を求め、
　前記変更手段は、
　前記注目撮像装置から取得した撮像画像における指標の認識を前記計算手段が失敗した
場合には、前記注目撮像装置と前記他撮像装置との相対的な位置姿勢関係を示す位置姿勢
関係情報と、前記他撮像装置について前記計算手段が求めた前記指標の配置情報と、を用
いて、前記指標の前記撮像装置を基準とする座標系における配置情報を求める手段を有す
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記計算手段は、
　注目撮像装置から取得した撮像画像中における指標の、当該注目撮像装置を基準とする
自座標系における配置情報と、前記注目撮像装置以外の他撮像装置から取得した撮像画像
中における指標の、当該他撮像装置を基準とする他座標系における配置情報を前記自座標
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系における配置情報に変換した結果と、の差分を計算し、
　前記管理手段は、
　異なる識別情報を有する指標同士の前記差分が閾値よりも小さい場合には、当該異なる
識別情報同士を統一する
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　更に、
　撮像装置の位置姿勢情報を当該撮像装置について求めた配置情報を用いて求める処理を
、それぞれの撮像装置について行う手段を備えることを特徴とする請求項１に記載の画像
処理装置。
【請求項５】
　前記計算手段は、前記撮像画像中の指標の領域を前記撮像装置のそれぞれが撮像した撮
像画像について合計し、正規化した結果を用いて、当該指標の認識を行うことを特徴とす
る請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記計算手段は、前記撮像画像中の指標の領域に対して、ローパスフィルタを用いた広
帯域補間を行うことで高密度化し、更に、高密度化データに加重和を加えて折り返し歪み
を打ち消すことで、当該領域内の高周波成分を復元した結果を用いて、当該指標の認識を
行うことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　複数の指標が配された現実空間を撮像する撮像装置が複数接続された画像処理装置が行
う画像処理方法であって、
　前記画像処理装置の計算手段が、撮像画像中の指標を認識し、当該撮像画像を撮像した
撮像装置を基準とした座標系における当該認識した指標の配置位置を示す配置情報を求め
る処理を、それぞれの撮像装置毎に行う計算工程と、
　前記画像処理装置の管理手段が、前記複数の指標の各々を互いに区別する当該指標毎に
固有の識別情報と、当該指標の配置情報とを含む指標情報を管理する管理工程と、
　前記画像処理装置の変更手段が、前記複数接続された撮像装置のうち注目撮像装置によ
る撮像画像中の注目指標の認識を失敗した、若しくは誤認識した場合には、当該注目撮像
装置以外の他撮像装置が撮像した撮像画像に対する前記計算工程による結果に基づいて、
前記管理工程が管理する前記注目指標の識別情報を変更する変更工程と
　を備えることを特徴とする画像処理方法。
【請求項８】
　コンピュータに請求項７に記載の画像処理方法の各工程を実行させるためのプログラム
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０３】
　［第１～第４の実施形態の変形例］
　上記各実施形態では、正方形の外形の内部にIDコード領域を持つマーカを用いていたが
、外形をもつマーカを用いることに限定されるものではなく、例えば、特許文献１に開示
されているような、外形を持たないマーカを用いても良い。即ち、長方形のバーと４点の
特徴点と特徴点内部の２次元バーコード部から構成されるマーカ（第２のマーカ）を用い
ても良い。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７



(3) JP 2009-123112 A5 2010.9.24

【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
　［第５の実施形態］
　第２の実施形態では、ステップＳ８４０の処理において、撮像装置とマーカの相対位置
姿勢の要因から信頼性を算出した。しかし、この相対位置姿勢の要因ではなく、あらかじ
め記憶部１４０に格納されている実空間上に配置されたマーカのＩＤリストを取得して誤
認識ＩＤを排除する方法を用いてもよい。なお、本実施形態では、ＩＤリスト内にないＩ
Ｄを誤認識されたＩＤとして除外する方法をマーカのＩＤの統一方法として用いているが
、第２の実施形態の相対位置姿勢の要因による統一方法と組み合わせてもよい。すなわち
、ステップＳ８４０の信頼性の評価を決める処理において、ＩＤリストにないＩＤが合っ
た場合は、信頼性の評価をせず、ＩＤ候補から削除する方法である。
本実施形態のマーカ認識処理装置における装置の構成は、第一の実施形態の構成と同一で
あるため説明は省略する。
本実施形態のマーカ認識処理装置における処理の手順は、第２の実施形態のステップＳ８
４０の処理中で、ＩＤの信頼性を求める処理がＩＤリスト内のＩＤと比較する処理に変わ
る部分のみが異なる。ＩＤリストとの比較により、誤認識ＩＤを削除し、最終的にＩＤが
１つに特定できた場合はそのＩＤを信頼性の高いＩＤとして登録する。また、誤認識ＩＤ
を削除しても複数のＩＤ候補が存在する場合は、ＩＤの統一をせず処理を終了する。
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